
まほろば健康パークにおけるインクルーシブ機能検討委員会
（第1回委員会資料）

これまでの経緯と今後の予定

令和６年２月６日

奈良県 地域デザイン推進局
公園緑地課
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（１）経緯と今後の予定
１）経緯

 まほろば健康パークの成り立ちから基本計画の策定、公園予定区域の議決
に至る経緯について、時系列で示すと以下のとおりである。

昭和59（1984）年：まほろば健康パークは、大和川・佐保川の合流点に位置する浄化セン
ターの周辺環境向上と県民の生涯スポーツの拠点として、テニスコート
やファミリープールをもつ運動公園としてオープン

平成26（2014）年：奈良市内の県営プールの老朽化に伴う、新たな水泳拠点の整備のため、
県内初のPFI方式を導入した、「新県営プール施設等整備運営事業」とし
て、移築・再整備

平成30（2018）年：隣接する浄化センターの拡張予定であった土地を活用し、公園の機能強
化を行う基本構想を策定
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（１）経緯と今後の予定
１）経緯

令和3（2021）年：まほろば健康パーク機能強化基本計画を策定
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まほろば健康パーク機能強化基本計画における基本計画図（令和3年度）



（１）経緯と今後の予定
１）経緯

奈良県浄化センター

大和川

佐保川

N

現在の公園区域
（約12ha)

スイムピア

ファミリー
プール

野球場

公園予定区域
（拡張予定区域）

（約9ha)
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令和4年（2022）年2月：拡張する区域について、都市公園法第33条の規定により、公園予定
区域として議会で議決し公告

テニスコート



（１）経緯と今後の予定
１）経緯

 知事による予算執行査定により、計画を再検討することとする。

・予算執行査定の結果（令和５（２０２３）年６月）
「新たな施設の整備については、ニーズの把握や他の既存施設とは異なる付加
価値の提供等が重要。県内の同種の施設との重複も含め、整備が必要な施設を
再検討することとする。」
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（１）経緯と今後の予定
１）経緯

・課題の共有内容

「障害の有無にかかわらず楽しく安全に遊べる場所（公園）が少ない」

第１回「奈良県こども・子育て推進本部会議（令和5年7月）」資料

障害の有無にかかわら
ず楽しく安全に遊べる場
所（公園）が少ないとい
う課題を県庁内で共有
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 第1回「奈良県こども・子育て推進本部会議（令和５年７月）」で、公園
に関する課題を県庁内で共有する。

課題の共有を受けて、まほろば健康パークの拡張整備において、インクルーシブ公
園の機能を新たに確保することができないか、検討を進めることとする。
（令和５年９月議会）



（１）経緯と今後の予定
2）今後の予定
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大和川

佐保川

N

現在の公園区域
（約12ha)

公園予定区域
（拡張予定区域）

（約9ha)

本検討会の
検討対象範囲

○本検討委員会
【第１回～第５回（R６年１１月頃）】
検討委員会での審議により、拡張予定区域に
おいて、障害のある人もない人もすべての人
が利用できる、インクルーシブ公園を目指し
て、公園基本計画（案）を作成

○パブリックコメント
（R６年１２月～R７年２月）
作成した公園基本計画（案）に対して、広く
県民から意見を募り、県民から愛される公園
となるよう、公園基本計画（案）を修正

○公園基本計画策定
（R７年３月）



（１）経緯と今後の予定
2）今後の予定

 本公園の基本計画策定に向けては、下表に示す討議内容で検討委員会を５
回開催し、各会議を通じて整備方針や導入機能、施設配置、事業手法等を
審議し結果を共有する。

検討委員会 討議のねらい 主な審議・共有内容

（第1回）
インクルーシブ機能の
あり方
（令和6年2月（今回））

 インクルーシブ機能のあ
り方、また、確保する上
での課題や留意点等

・まほろば健康パークの現状、整備に対するニーズ

・まほろば健康パークの現状、先進事例等を踏まえた、まほろば
健康パークにおけるインクルーシブのあり方、確保する際の課題
や留意点

（第2回）
整備方針
（令和6年4月頃）

 整備コンセプト、整備方
針

・インクルーシブ機能のあり方、インクルーシブ機能を確保する上
での課題や留意点等を踏まえた整備の方向性

・地元自治体等からのまほろば健康パークの整備に対する意見
聴取

（第3回）
導入する機能、提供
サービス
（令和6年6月頃）

 まほろば健康パークで
導入すべき機能、提供
すべきサービス

・既存公園エリアの利用者や障害者団体等の整備に対するニー
ズ調査、近隣の類似施設の機能等を踏まえたまほろば健康パー
クにおいて導入すべき機能
・導入機能の効果発揮のために提供すべきサービス

（第4回）
ゾーニング、導線
（令和6年8月頃）

 整備範囲におけるゾー
ニングと導線

・まほろば健康パークへのアクセス、既存公園エリアのゾーニング、
導入機能の需要量等を踏まえた整備範囲におけるゾーニングと
導線

（第5回）
施設配置、事業手法・
官民役割分担
（令和6年11月頃）

 導入施設の配置、事業
手法・官民役割分担

・ゾーニングと導線を踏まえた計画平面図・イメージパース（案）

・整備・管理・運営にあたっての、効果的かつ効率的な事業手法・
官民役割分担

第1回
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